
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
へ
の
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
加
入
に
関
す
る
議
定
書
（
閣
条
第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

二
〇
二
一
年
（
令
和
三
年
）
二
月
、
英
国
が
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
以
下

「
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
へ
の
加
入
を
要
請
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
同
年
六
月
に
英
国
の
加
入
に
係
る
作
業
部
会
が
設
置

さ
れ
、
我
が
国
を
含
む
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
約
国
と
英
国
と
の
間
で
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
英
国
の
加
入
条
件
等
に
つ
い
て
交
渉
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
二
三
年
（
令
和
五
年
）
七
月
十
六
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
及
び
バ
ン
ダ
ル
ス
リ
ブ
ガ
ワ
ン
に
お
い

て
、
こ
の
議
定
書
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
二
十
三
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
英
国
は
議
定
書
が
効
力
を
生
ず
る
時
に
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
約
国
と
な
る
。
議
定
書
（
附
属
書
及
び
注
を
含
む
。
）
は
Ｃ
Ｐ

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

二
、
締
約
国
に
よ
る
英
国
に
対
す
る
関
税
の
引
下
げ
に
関
し
て
は
、
議
定
書
の
附
属
書
Ａ
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く



二

ほ
か
、
二
〇
一
八
年
を
一
年
目
と
し
て
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
組
み
込
ま
れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ

Ｐ
」
と
い
う
。
）
の
附
属
書
二－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
各
国
の
関
税
率
表
に
従
っ
て
実
施
す
る
。

三
、
英
国
に
よ
る
締
約
国
に
対
す
る
関
税
の
引
下
げ
に
関
し
て
は
、
二
〇
二
三
年
を
一
年
目
と
し
て
議
定
書
の
附
属
書
二－

Ｄ

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
品
目
数
で
は
、
全
九
千
四
百
九
十
四
品
目
の
う
ち
、
日
本
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ

い
て
、
議
定
書
の
発
効
時
に
関
税
を
撤
廃
す
る
も
の
は
九
千
五
十
二
品
目
、
一
定
の
経
過
期
間
を
経
た
後
に
関
税
を
撤
廃
す

る
も
の
は
四
百
三
十
三
品
目
、
そ
の
他
の
も
の
（
関
税
の
引
下
げ
又
は
実
行
最
恵
国
税
率
）
は
九
品
目
に
な
る
。

四
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
及
び
包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

と
の
間
の
協
定
に
お
け
る
英
国
か
ら
の
原
産
品
に
対
す
る
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
（
競
走
馬
に
つ
い
て
の
農
産
品
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
措
置
を
除
く
。
）
を
と
る
た
め
の
条
件
及
び
規
定
に
関
す
る
調
整
に
つ
い
て
定
め
る
。

五
、
日
本
国
は
、
英
国
の
地
方
政
府
の
機
関
及
び
そ
の
他
の
機
関
が
日
本
国
の
供
給
者
等
に
対
し
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
第
十
五
・
十
九
条

（
国
内
の
審
査
）
の
規
定
を
適
用
し
な
い
場
合
に
は
、
日
本
国
の
同
一
の
種
類
の
機
関
に
よ
る
落
札
に
関
し
、
英
国
の
供
給

者
等
に
つ
い
て
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
議
定
書
の
効
力
発
生
の
要
件
等
に
つ
い
て
定
め
る
。


